
とよの商工だより   第241号 令和 8年 4月 1日

専門個別相談日のご案内
商工会では、下記の日程により専門個別相談を行いますのでこの機会にぜひご用ください。

* ご相談希望の方は、電話・ フアツクスまたはメールで下記まで事前予約 して下さい。
* ご希望により出張相談も受け付けます。

テ ー マ 日  時 相 談 員 内  容 場 所

登記・ 法律相談

4月 8日 (水 )

午後 1時 30分～

3時 30分

青 山 昌 仁
司法書士

会社の設立。増資、不動

産の登記等に関する相

談、債権回収等に伴う

法律相談

豊 能 町

商二会館

税務・経理相談

4月 10日 (金 )

午後 I時～ 4時

畑 中 啓
税理士

日々の記帳から決算ま

で税務。経理等に関する

あらゆる相談

経 営 相 談

4月 14日 (火 )

午後 I時～ 4時

黒 野 秀 樹

中小企業診断士

新たに事業を始めたい、

今の事業の見直しをは

じめ、経営に関するあら

ゆる相談

事 業 承 継 相 談

4月 20日 (月 )

午後 I時 30分～

3時 30分

大阪府事業承経・

引継ぎ支援センタ

ー担当者

事業を後継者に継がせ

たい。後継者がいないの

で、自社を他の企業に譲

渡したい。M&Aに取り
組みたいなど。

手続・ 申請相談

4月 21日 (火 )

午後 I時 30分～

3時 30分

有 田 智 宏

行政菩士

建設業許可、経営審査を

はじめ、各種許認可申請

に関する相談

労 務 相 談

4月 24日 (金 )

午後 2時～ 4時

森 啓 治 郎

特定社会保険労務士

従業員の採用・退職・

解雇に係る諸問題、社会

保険・労働保険など労務

に関するあらゆる相談

相 談 申 込 書

ご記入頂いた個人情報は、本講習会の実施運営のために利用いたします。

豊 能 町 商 工 会

大 阪 府 豊 能 郡 豊 能 町 余 野 1008
Tel.072-73q_1647  Fax.072-739-2285

Mail  toyonoOgold.ocne ne.Jp  Web http://toyono― sci.com/

氏  名
事業所名

住  所
電話番号

豊能町

テーマ名 :

希望時間帯 (30分～ 1時間単位でお願いします)
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個人事業者の申告所得税及び消費税の振替納税は、下記の日程です。

所得税 : 今和 8年 4月 23日 (ホ )
消費税 : 今和 8年 4月 30日 (木 )
労働保険の成立手続きはお済みですか

労働保険とは、労災保険と尾用保険とを総称した言葉であり、労働者を一人でも尾用していれば、

事業主は加人手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

商工会は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合であり、事業主の委託を受けて労働保険

の事務処理を行っています。委託を希望される事業所は、商二会にご連絡ください。

事務組合に委託しますと次のようなメリットがあります。

① 労働保険料の申告。納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省
けます。

② 労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別加入することが
できます。

③ 労働保険料を3回に分割して納付できます。(一部分割できない場合があります。)
今和 8年度の雇用保険料率の改定について

今和 8年 4月からの雇用保険料率は区下のとおりです。

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 i3.5/1,000

(今和 7年度) 5.5/1,000 9/1,000 i4.5/1,000

建設の事業 6/1,000 iO.5/1,000 16.5/1,000

(今和 7年度) 6.5/1,000 I1/1,000 17.5/1,000

労災保険料率については、今和 7年度から変更ありません。

協会けんばか らのお知 らせ

今和 8年 3月分 (4月納付分)か ら健康保険料率、介護保険料率が次のように変更になり、
今和 8年 4月 から r子 ども。子育て支援金」が加わります。

健康保険料率   10.24% ⇒ 10.13%
介護保険料率    I.59% ⇒   I.62% (40歳 から64歳までの方)
子ども。子育て支援金率         0.23%

マル経融資の「賃上げ貸付利率特例制度」について

マル経融資は、小規模事業者が商二会の経営指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために養

要な資金を、商二会の推薦により、日本政策金融公庫から、無担保。無保証人・低利で融資を受ける制

度です。

自社従業員の賃上げに取り組む方に奉u用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」が創設され、尾

用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある場合、貸付日か
ら2年間の貸付利率を0.5%低減されます。
雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者を含めますが、法人の役員および個人事業主の

家族従業員は含めません。

融資限度額 : 2,000万 円
退 済 期 間 : 運転資金・設備資金 10年以内
利   率  : 2.4%(当 初 2年間、▲0.5%引下げ)

豊 能 町 商 工 会

大 阪 府 豊 能 郡 豊 能 町 余 野 1008
Tel.072-739-1647  FGX.072-739-2285


